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第１章 計画策定にあたって 

1-1．計画策定の趣旨 

国の少子化対策は、平成２年に合計特殊出生率（一人の女性が 15 歳から 49 歳までに産む子ど

もの数の平均）が 1.57 と判明したところから始まりました。 

その後、国ではさまざまな方針や取組みを発表・実行し、市町村もそれに基づき、取組みが進め

られてきました。 

そして、平成 24 年の子ども・子育て関連３法の成立を受けて、子ども・子育て支援新制度が施

行され、本市を含め、全国の市町村では、第１期の子ども・子育て支援事業計画を策定し、地域の

実情に応じた『質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供』、『保育の量的拡大・確保、教

育・保育の質的改善』、『地域の子ども・子育て支援の充実』に取り組んできました。 

さらに、第１期計画の策定後には、子ども・子育て支援法の改正や「ニッポン一億総活躍プラン」

の閣議決定等を踏まえ、平成 29 年６月に国から「子育て安心プラン」が発表され、『待機児童の

解消』、『女性の就業率の向上（Ｍ字カーブの解消）』、『保育の受け皿の拡大と質の確保、保育

人材の確保』、『保護者への「寄り添う支援」の普及促進』といった方向性が打ち出されています。

同年 12 月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、子育て世代、子ども達に大胆に

政策資源を投入することとされ、令和元年 10 月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。 

本市では、市民の様々なニーズに応え、子ども・子育て支援を総合的、計画的に推進するため、

富津市次世代育成支援行動計画を引き継いだ子ども・子育て支援の総合的な計画に、子ども・子育

て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画を一体のものとして、平成 27 年３月に富津

市子ども・子育て支援事業計画 第Ⅰ期（計画期間：平成 27 年度から５年間）を策定しました。

この計画が令和元年度末をもって、終了することから、改めて市民からの子育て支援に関する意向

調査を実施し、本市の現状と課題を再度、分析・整理し、令和２年度から６年度までの５年間を計

画期間とした第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画を策定するものです。 
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1-2．計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条の規定に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保、同法に基づく業務の円滑な実施に関する事項を定めています。 

さらに、「富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」をはじめ関連する福祉、教育等の計画と連

携・整合を図りながら策定していきます。 

また、障害児に関わる事項については、「いきいきふっつ障害者プラン」（障害児福祉計画）と

の調和を保つべき計画として策定します。 

なお、この計画は、「富津市次世代育成支援行動計画（後期）」の後継としても位置づけられて

います。 

 

【計画の位置づけ】 
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1-3. 計画の期間 

この計画の期間は、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に基づき、令和２年度から

令和６年度までの５か年を第Ⅱ期として策定します。 

なお、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況、成果について、年度ごとに分析・

評価をしていきます。 

 

【計画の期間】 

 
 
 

 
 
 

 

1-4. 計画の策定 

本計画は、第Ⅰ期計画に基づく取組内容を検証し、国・県の動向を踏まえて、富津市の現状に即

した実効性のある施策の展開を図るものとします。計画に定める事項については、「子ども・子育

て支援法第 61 条第 2 項各号及び第 3 項各号に定める事項」、「次世代育成支援対策推進法第 8

条第 2 項各号に定める事項」を基本に策定します。 

施策の総合的な展開を示す部分については、平成 30 年 10 月に実施した「子ども・子育て支

援事業に関するニーズ調査」の結果を踏まえ、保護者、事業主・労働者の代表者、関係する事業の

従事者、学識経験者で構成する「富津市子ども・子育て会議」での意見の聴取、パブリックコメン

トを通して、広く市民の方の意見をお聞きして策定したものです。 

また、法定の子ども・子育て支援事業計画部分については、幼児期の学校教育・保育・地域の子

育て支援について需給計画として、国の示す手引きに基づいています。 

なお、各施策の実施状況の分析・評価を行い、「富津市子ども・子育て会議」等の意見を聴きな

がら、必要に応じ、計画の修正を行います。 
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第２章 本市の子ども・子育てをめぐる環境 

2-1. 人口、世帯、人口動態等 

（１）人口・世帯の推移 
過去20 年の人口と世帯数の推移をみると、人口は減少傾向が継続しており、平成30 年では約

44,000 人となっています。 

世帯数は緩やかな増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数の推移（資料：千葉県毎月常住人口調査） 

（２）人口動態 
過去 20 年の人口動態をみると、自然増減、社会増減ともに減少傾向が続いています。 

 
図 人口動態の推移（資料：千葉県毎月常住人口調査） 

  ※自然増減：出生数から死亡数を差し引いたもの 
   社会増減：転入数から転出数を差し引いたもの 
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（３）年齢別人口 
年齢別人口をみると、14 歳以下の人口、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が減少傾向、

65 歳以上の老年人口が増加傾向にあり、平成 27 年には 14 歳以下の人口が 1 割未満となって

います。年少人口の減少率と比較し老年人口の増加率が大きいことから高齢化が加速しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別人口の推移（資料：国勢調査） 

（４）合計特殊出生率 
合計特殊出生率を比較すると、やや年度毎のばらつきがあるものの、全国、千葉県の率と比較し

大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 合計特殊出生率の推移（資料：千葉県人口動態調査） 

※合計特殊出生率：出産可能年齢（15 歳～49 歳）の女性に限定し、年齢ごとの出生率を足し合わせ、 

         1 人の女性が生涯、何人の子どもを産むのかを推計したもの 
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（５）核家族世帯、子どものいる世帯 
核家族世帯及び子どものいる世帯の推移をみると、子どものいる世帯の割合は、平成 7 年から

の 20 年間で約半分になっています。一方、核家族率は、高齢者夫婦のみ世帯の増加に伴い、緩や

かな減少傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 核家族率、子どものいる世帯（資料：国勢調査） 

（６）女性労働力率 
年齢別女性労働力率をみると、ゆるやかなＭ字型曲線を描いています。全国、千葉県と比較して

も、ほとんど同水準です。ほぼ全体の年代で労働力率が高くなっており、特に、育児世代である

30歳代の労働力率が高くなっているのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別女性労働力率（資料：国勢調査）  
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2-2. 将来人口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」（平成30 年３月推計）による

本市の人口の見通しをみると、総人口は令和7 年で約40,000 人と予想されます。 

年齢別人口をみると、年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）は継続して減少し

ていきますが、これまで増加していた老年人口（65歳～）も減少に転じることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総人口および年齢別人口の推計 

※「年齢不詳」があるため年齢別人口の合計と全体が一致しない年がある 

 

 

図 人口の将来展望（資料：富津市人口ビジョン2040に係る現状分析） 
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2-3. ニーズ調査から見た子育ての状況 

（1）調査の概要 
本計画の策定にあたり、子育て世代の皆さまの子ども・子育て支援に関する利用希望・ご意見を

把握するために、「就学前児童」、「小学生」の全児童の保護者を対象にアンケート形式によるニー

ズ調査を実施しました。 

■調査の実施方法 

調査票「第Ⅱ期子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査」 

 

調査対象者 就学前児童（０～５歳）全員の保護者 
就学児童（小学１～６年生）全員の保

護者 

調査件数 1,493 件 1,776 件 

調査内容 
家庭等の子育て環境、保護者の就労状況、定期的な教育・保育事業の現状・利用意

向、地域の子育て事業の現状・利用意向、育児休業、児童虐待などに関する設問 

■調査時期と調査方法 

調査時期 平成 30 年 10 月 18 日～10 月 31 日 

調査方法 就学前児童 郵便 

小学生 学校配付・回収 

■調査票の配付・回収状況 

 配付数 回収数 回収率 

就学前児童 1,493 票 741 票 49.6％ 

小学生 1,776 票 1,422 票 80.1% 
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（2）調査結果 

Ⅰ）前回（平成 25 年度）調査から効果が見られる点について 

①市の取組への満足度について 
・「就学前児童」、「小学生」とも前回調査よりも、市の取組への満足度が向上しています。 

【就学前児童】問１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】問１ 
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満足度が高い 満足度がやや高い 普通

満足度がやや低い 満足度が低い 無回答

n=741

n=511

・前回調査と比較すると、「満足度が高い」と「満足度がやや高い」の合計が 8.2％から

17.6％へ 9.4 ポイント増加しています。 

・「満足度がやや低い」と「満足度が低い」の合計が 45.8％から 30.7％へ 15.1 ポイン

ト減少しており、満足度向上の傾向が明らかになっています。 

・前回調査と比較すると、「満足度が高い」と「満足度がやや高い」の合計が 6.0％から

9.7％へ 3.7 ポイント増加しています。 

・「満足度がやや低い」と「満足度が低い」の合計が 54.3％から 36.1％へ 18.2 ポイント

減少しており、満足度向上の傾向が明らかになっています。 
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②育児休業の取得状況について 

・育児休業の取得は、母親、父親のいずれも前回調査から増加しています。 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童 母親】 育児休業取得の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童 父親】 育児休業取得の有無 
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・育児休業制度の利用状況をみると、母親は「取得した（取得中である）」が前回調査の

23.1％から 32.5％へ 9.4 ポイント増加しています。同じく父親も前回調査の 3.3％から

4.4％へ 1.1 ポイント増加しており、育児休業の取得の増加傾向が明らかになっていま

す。 
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Ⅱ）主な調査結果について 

①相談先について 
 

 

 

 

 

 

【就学前児童】               【小学生】 

 

 

 

 

                   

                  【いる／ある】       【いない／ない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②家庭の経済状況について 

 

 

 

 

【就学前児童】               【小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

・子どもや子育てについて、気軽に相談できる相手や場所がない人が「就学前児童」、「小

学生」とも数パーセントいます。 

・子育てに対する意識では、相談できる相手が、「いる／ある」では「子どもがいると毎日

楽しい」（76.3％）が最も多く、「いない／ない」では「子育てについて不安になった

り悩むことがある」（71.8％）が最も多く、相談できない影響が表れています。 

・「大変苦しい」、「やや苦しい」で約半数になっています。 

・「就学前児童」では、「大変苦しい」（11.3％）+「やや苦しい」（37.5％）で

48.8％、「小学生」では、「大変苦しい」（15.1％）+「やや苦しい」（37.2％）で

52.3％になっています。 
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③母親の就労状況について 
 

 

 

 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
【小学生】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「就学前児童」、「小学生」とも前回調査よりも、「フルタイムで就労」、「パート・

アルバイト等で就労」の割合がともに増加していることから、働きながら子育てする人

のサポートの充実が求められています。これに伴い「現在は就労していない」、「これ

まで就労したことがない」の割合が減少しています。 

26.0%

26.2%

3.9%

7.7%

27.2%

31.4%

1.6%

2.4%

38.0%

29.6%

2.2%

0.8%

1.2%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成25年度

調査

平成30年度

調査

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=741

n=511

32.7%

35.7%

1.1%

1.3%

38.9%

44.1%

1.5%

0.6%

22.1%

13.8%

2.4%

1.1%

1.3%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成25年度

調査

平成30年度

調査

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=1,405

n=547
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④定期的な教育・保育事業の利用について 
 

 

 

 

 

問 23 定期的な教育・保育事業の利用 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-1 定期的に利用している教育・保育事業 問 26 定期的に利用したい教育・保育事業 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-2（１）定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用日数 

問 23-2（２）定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用日数 

               【現在】                  【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

71.1% 28.5% 0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=741

利用している 利用していない 無回答

・定期的な教育・保育事業の利用は 7 割以上になっています。 

・定期的に利用している事業に対し、利用したい事業では、保育所（園）が 59.0％→54.5％

（4.5 ポイント減少）、幼稚園で 31.7％→42.9％（11.2 ポイント増）となっています。 

・利用希望日数は、6 日が、現状 4.2％→希望 9.5％（5.3 ポイント増）となっています。 
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⑤幼稚園について 
 

 

 

 

問 23-1 幼稚園の年齢別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-2（１）定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用日数（幼稚園） 

問 23-2（２）定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用日数（幼稚園） 

      

        【現在】                 【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園の年齢別利用者数は、「６歳」（35.9％）、「５歳」（27.5％）、「４歳」

（25.1%）となっており、年齢があがると共に利用者数が多くなっています。 

・利用日数は、6 日希望（5.4％）が現在（0％）よりも、5.4 ポイント増えています。 
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問 23-2（１）定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用時間（幼稚園） 

問 23-2（２）定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用時間（幼稚園） 

       【現在】                  【希望】 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

問 23-2（１）定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用終了時刻（幼稚園） 

問 23-2（２）定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用終了時刻（幼稚園） 

              【現在】                             【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園の利用時間では、9 時間以上の希望者の割合が現在よりも多くなっています。 

・利用終了時刻では、18 時台～19 時台以降の希望者の割合が現在よりも多くなっています。

一方、14 時台希望者は、現状（30.5％）から希望（6.6％）へ、23.9 ポイント減少してい

ます。 
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⑥保育所（園）について 

 

 

 

 

 
 
問 23-1 保育園の年齢別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-2（１） 定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用日数（保育園） 

問 23-2（２） 定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用日数（保育園） 

          

         【現在】                   【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育所（園）利用者の年齢の割合は、「5 歳児」、「4 歳児」（各 21.9％）が最も多く、次

いで「6 歳児」（20.9％）となっています。3 歳以下についても「3 歳児」（15.4％）、

「2 歳児」（11.9％）、「1 歳児」（6.1％）と「4 歳児」までは、年齢があがると共に増

加しています。 

・利用日数は、6 日希望（12.9％）が現在（6.8％）よりも、6.1 ポイント増えています。 
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問 23-2（１） 定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用時間（保育園） 

問 23-2（２） 定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用時間（保育園） 

            【現在】                  【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23-2（１） 定期的に利用している教育・保育事業の現在の利用終了時刻（保育園） 

問 23-2（２） 定期的に利用したい教育・保育事業の希望の利用終了時刻（保育園） 

               【現在】                            【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育所（園）の利用時間は、〔現在〕は「８～９時間」（36.3％）が最も多く、〔希望〕で

も「８～９時間」（24.4％）が最も多くなっています。一方、〔現在〕「7～8 時間」は

21.9％ですが、〔希望〕では、10.3％と 11.6 ポイント減少しています。 

・利用終了時刻は、〔現在〕、〔希望〕の時間帯の順位に変わりはありませんが、16 時台では

〔現在〕（45.3％）から、〔希望〕（24.1％）が大きく減少しています。 
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⑦利用したい教育・保育事業の実施場所について 

 

 

 

 

 

問 23-4 利用している教育・保育事業の現在の実施場所（学区） 

問 23-６  利用したい教育・保育事業の希望の実施場所（学区） 

                    

                       【現在】                【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・利用している教育・保育事業の〔現在〕の実施場所では、「大貫地区」（28.5％）が最

も多く、次いで「青堀地区」（25.0％）になっています。〔希望〕する実施場所では、

「青堀地区」（30.3％）、「大貫地区」（20.1％）となっており、「青堀地区」と

「大貫地区」で実施場所の現在と希望の差異が大きくなっています。 
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⑧土曜日の利用について 

 

問 34（１） 土曜の定期的な教育・保育の利用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34（１）土曜日・利用したい（開始時刻）     土曜日・利用したい（終了時刻） 

        
   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

・土曜日の利用希望は、「月に 1～2 回は利用したい」（22.0％）、「ほぼ毎週利用したい」

（10.0％）と、32.0％の人が希望しています。 

・また、利用希望の開始時刻は「８時台」（40.9%）、「9 時台」（34.6%）、「7 時台」

（7.6%）、終了時刻は「17 時台」（30.0%）、「18 時台」（20.7%）、「16 時台」

（15.6%）となっています。 

65.3% 10.0% 22.0% 2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=741

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答
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 ⑨病児・病後児保育事業について 
 

 

 

 

問 36 病気や怪我で登園できなかったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 36-1 病気や怪我で登園できなかった場合の対処方法 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.9% 17.1% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=527

あった なかった 無回答

・79.9％の人は、病気やケガで通常の教育・保育事業が利用できなかった経験をしています。

その際の対処方法は、「母親が休んだ」（65.6%）、「（同居者を含む）親族・知人に子ど

もをみてもらった」（26.8%）、「父親が休んだ」（23.5％）となっています。 
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⑩子育て支援センターの利用状況について 
 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 子育て支援センターの利用状況 

 

 

 

 

 

問 29 子育て支援センター利用意向 

 

 

 

 

 

問 30 子育て支援センターに求めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子育て支援事業の利用状況は、「子育て支援センター」（10.5％）、「その他、保育所

（園）で実施している事業」（3.4％）となっています。一方で、「利用していない」

（78.8％）となっています。 

・未利用者は、「利用していないが今後利用したい」（23.9％）、利用したことがある人は

「すでに利用しているが今後利用日数を増やしたい」（5.0％）となっています。 

・子育て支援センターに求めるものでは、「土日祝日の開設」（46.4％）と開設曜日の要望

がもっとも多くなっています。 
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⑪宿泊を伴う一時保育の利用について 

 

 

 

問 39 保護者の用事で子どもを泊りがけで家族以外に預けたことの有無 

 

 

 

 

 

 

 

⑫平日の放課後の過ごし方について  

【就学前児童】 

 

 

 

問 40 放課後過ごさせたい場所（小学校低学年） 

問 41 放課後過ごさせたい場所（小学校高学年） 

                  小学校低学年         小学校高学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この１年間に保護者の用事等で子どもを泊りがけで家族以外に預けたことの有無は、「あっ

た」（13.8％）となっています。 

・その対処方法は、「親族・知人にみてもらった」（12.6%）が最も多くなっています。 

13.8% 79.2% 7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=741

あった なかった 無回答

・小学校低学年のうちは「自宅」（58.3%）、「放課後児童クラブ」（37.9%）、「塾や習い

事」（25.0%）となっています。また、小学校高学年になっても「自宅」（68.2%）が最も

多く、次いで「塾や習い事（40.9%）、「祖父母宅や友人・知人宅」（24.2%）、「放課後

児童クラブ」（20.5%）となっています。 
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【小学生】 

 

 

 

 

問 23・問 24 放課後過ごしている場所【現在】・放課後過ごさせたい場所【希望】 

 

                   【現在】           【希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・放課後の過ごし方をみると、〔現在〕では「自宅」（83.0%）が最も多く、次いで「塾や習

い事」（28.5%）、「祖父母や友人・知人宅」（19.5%）となっています。〔希望〕に対し

ては、「自宅」（62.7％）が最も多くなっており、以降、現在と順位や傾向は変わらず「塾

や習い事」（18.1%）、「放課後児童クラブ」（12.4％）となっています。 
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⑬放課後子ども教室について 
 

 

 

 

 

 

問 27 放課後子ども教室の認知状況 

 

 

 

 

 

 

問 28 放課後子ども教室への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

問 28<1> 放課後子ども教室に参加させる場合の日数（１週間当たり） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

・放課後子ども教室の認知状況では、「知らない」（60.4％）が「知っている」（21.6％）を

大幅に上回っています。 

・放課後子ども教室への参加意向については、「参加させたい」（46.6％）が最も多くなって

います。また、参加させたい日数は、週に「3 日」（31.9％）、「2 日」（30.4％）が多く

なっており、「5 日」（17.7％）の希望も比較的多くあります。 
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⑭児童虐待に対する理解・認識について 

【就学前児童】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
問 45 児童虐待と感じる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 45-3 児童虐待（疑いを含む）を見聞きした場合の通告先として知っているもの 

 

 

 

 

 

・児童虐待と感じる行為については、「食事を与えなかったり、衣服を不潔なまま放置する」

（95.1％）、「子どもにわいせつなものを見せる」（86.4％）、「乳幼児を家に残して外出

する」（82.9％）、「子どもに見える場所で、配偶者や家族へ暴力をふるう」（82.3％）に

ついては、８～９割以上の人が、児童虐待であると感じています。一方、「子どもがふざけ

ている時に、大声でどなりつける」（22.5％）、「子どもが理解するまで、長時間かけて説

教する」（32.8％）は、２～３割の人しか児童虐待であると感じていませんでした。 

・児童虐待（疑いを含む）を見聞きした場合の通告先として知っているものについては、「児

童相談所」（71.3％）、「警察署」（67.5％）に続き「市役所の子育て関連担当課」

（42.8％）となっており、通告先としての認知度が高まっています。 
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【小学生】 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

問 34 児童虐待と感じる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34-3 児童虐待（疑いを含む）を見聞きした場合の通告先として知っているもの 

 

 

 

 

 

 

 

・児童虐待と感じる行為については、「食事を与えなかったり、衣服を不潔なまま放置する」

（96.7％）、「子どもにわいせつなものを見せる」（82.0％）、「乳幼児を家に残して外出

する」（80.0％）については、８割以上の人が、児童虐待であると感じています。一方、

「子どもがふざけている時に、大声でどなりつける」（16.2％）、「子どもが理解するま

で、長時間かけて説教する」（23.6％）を児童虐待であると感じている人は約２割にとどま

っています。 

・児童虐待（疑いを含む）を見聞きした場合の通告先として知っているものについては、「児

童相談所」（67.9％）、「警察署」（61.9％）に続き「市役所の子育て関連担当課」

（39.5％）となっており、通告先としての認知度が高まっています。 
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⑮今後希望する子育て支援サービス 

【就学前児童】 

 

 

 

問 46 今後、充実を希望する子育て支援サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後充実を希望する子育て支援サービスとして、「保育料の軽減の充実」（40.5％）、「子

どもの就学に係る費用の軽減」（38.1％）、「無料学習塾の充実」（28.1％）、「児童館・

放課後児童クラブ・放課後子ども教室の充実」（27.4％）等、費用負担の軽減に関わる項目

を希望する割合が高くなっています。 
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【小学生】 

 

 

 

 

問 35 今後、充実を希望する子育て支援サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・今後充実を希望する子育て支援サービスとして、「子どもの就学に係る費用の軽減」

（46.3％）、「無料学習塾の充実」（38.3％）、「公民館や学校の図書室の充実」

（29.7％）、「子どもの医療費の軽減の充実」（28.2％）、「児童館・放課後児童クラ

ブ・放課後子ども教室の充実」（24.3％）等、費用負担の軽減と施設整備に関わる項目を

希望する割合が高くなっています。 
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2-4. 本市の子ども・子育て支援の課題 

（1）就労する母親の増加 
・第Ⅰ期よりも就労する母親の割合が増加しています。それに伴い教育・保育事業、地域子育て支

援サービスの利用希望、希望する利用日数や利用時間が拡大しています。 

・母親の就労が増加することにより、教育・保育事業、地域子育て支援サービスのニーズが増える

ことに加え、母親のストレスや精神的な負担への課題も生じてきます。子どもだけでなく、母親

の心身の健康を支援することが求められています。 

 

（2）保育ニーズの多様化 
・児童数が減少する一方、女性活躍の推進により、保育ニーズは高まっています。３歳未満児保育

ニーズの増加をはじめ、時間外保育や一時預かり事業などの多様な保育サービスが求められてい

ます。 

 

（3）保育人材の確保と専門性の向上 
・保育所（園）、幼稚園、認定こども園において、利用児童の低年齢化や利用時間の長時間化、特

別な配慮を必要とする子どもへの対応などが職員の業務負担増につながっています。職員を充分

に確保できないことが要因の一つであり、今後は職員確保による体制の強化や職員の専門性を高

めることが求められます。 

 

（4）相談できる環境の整備 
・相談先や場所がないという保護者がいることがニーズ調査から明らかになっています。 

・就労する母親の割合が増えていることから、相談する時間の確保が困難になっていることが考え

られます。 

・子育て支援センターへの希望では、「土日祝日の開設」が最も多くなっており、相談できる機会

の拡大が求められています。 

・実際に相談を受けている機関からも早期に相談につながれば、課題の解決や軽減が図れる場合が

多いとの意見もありました。保護者が抱え込むことなく、気軽に相談できる環境が求められてい

ます。 

 

（5）さらなる情報の周知 
・自由意見でも多くの子育てに対する支援の要望があがっていました。一方で、既存のサービスや

事業で対応可能なものや、申請すれば利用できるサービス、また利用条件等が正確に伝わってい
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ない状況もありました。既存のサービスや事業も周知を工夫し、認知度を高めることによって、

多くの支援につなげていくことが求められています。 

・サービスや事業の周知については、さらなる情報提供、周知が必要です。 

（6）放課後を過ごす場所と機会の確保 
・就労する母親の増加を受けて、放課後児童クラブに対しては、現在の利用状況よりも利用希望が

多くなっています。また、放課後子ども教室へも約半数が参加意向を示しており、放課後の過ご

し方については、預かるだけでなく、多様な機会が求められています。 

・小学生の「今後、充実を希望する子育て支援サービス」では、「無料学習塾の充実」が 2 番目に

多くなっており、放課後における学習の機会が求められています。 

 

（7）虐待への認識の不足 
・今回の調査では、虐待への認識について、実際には虐待に相当するものでも、２～３割しか虐待

と認識されていないような項目もありました。さらに周知を重ねる必要があります。 

・虐待を見聞きした場合の通告先についても、「知らない」人が約 8％となっており、早期発見の

ためにも通告先や相談窓口についての情報を広く周知することが必要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

3-1. 計画の基本理念 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づき策定する「市町村子ども・子育て支援事業計

画」であるため、同法第２条の基本理念を踏まえます。また、「富津市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」における子ども・子育てに関連する基本的な施策の方向に基づき、計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら法で定める基本理念と市の総合戦略の方向性を基本に、次世代を担う子どもたちの権利と

利益が最大限に尊重され、子どもたちが健やかに生まれ育ち、誰もが安心して喜びと生きがいを持

って子育てができる富津市の実現を目指します。 

①子ども・子育て支援法の基本理念 

○子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を

有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆ

る分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して

行われなければならない。 

○子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての

子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもので

なければならない。 

○子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、

総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

②富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 子ども・子育てに関する基本的な施策の

方向 

基本目標 1 子どもの笑顔があふれるまちへ 

基本的な施策の方向② 安心して出産、子育てできる環境を整える  

 子育ての窓口の一本化と情報発信の充実により切れ目のない支援を行い、出

産や子育てに関する不安と負担を軽減します。 

基本的な施策の方向③ のびのび学ぶ教育環境を整える  

 育った地域に愛着を持ち、心身共に健康で確かな学力を身につけた子どもを

育むため、教育環境を整えます。 

 

 

子育てする喜び 育つ喜びを感じられるまち 

いいじゃないか! ふっつ 
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3-2. 計画の基本目標 

基本理念を踏まえ、切れ目のない支援を行うためには、子どもの成長段階に応じた施策を展

開する体系が有効と考え、より市民が、市が何に取り組むのか理解が進むよう、子どもの成長

段階（ライフステージ）に応じた目標を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ホッとするって、いいじゃないか! 

  ～“安心温度”の高いまちづくり～ 

すべての子どもが健やかに育つための環境づくりに取り組みます。子どもを育てる

環境づくりに取り組みます。 

４ つながるって、いいじゃないか! 

  ～世代・地域とつながる心づくり～ 

社会全体で子どもを育てる環境づくりに取り組みます。 

３ がんばるって、いいじゃないか! 

  ～子どもの生きる力づくり～ 

富津市に愛着を持ち、心身共に健康で確かな学力を身につけるための環境づくりに

取り組みます。 

２ 大きくなるって、いいじゃないか! 

  ～親子の成⾧の共感づくり～ 

家族が共に育ち、子育てに喜びを感じる環境づくりに取り組みます。 

１ あかちゃんって、 いいじゃないか! 

  ～子育てスタートの安心づくり～ 

安心して子どもを産み育て、いきいきと子育てできる環境づくりに取り組みます。 

妊娠期・出産期 

乳児期・幼児期 

学齢期・思春期 

活動期 

育児期全般 
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本計画を策定するにあたっては、「富津市民憲章」「富津市家庭憲章」の精神にのっとり、子育

て支援サービス等により影響を受ける子ども自身の利益を第一に考え、すべての子どもの権利が最

大限に尊重されるよう配慮します。 

 

 ・富津市民憲章 

美しい海と山にかこまれ、緑と太陽に恵まれた、文化遺産豊かな歴史のふるさとに住

むわたくしたち富津市民は、生々発展する新しいまちづくりのために努力することを誓

って市民憲章を定めます。 

１ 恵まれた自然を生かし、美しいまちをつくりましょう。 

１ 友愛と感謝の気持で、明るいまちをつくりましょう。 

１ としよりやこどもを大切にし、幸せなまちをつくりましょう。 

１ 健康で仕事に励み、豊かなまちをつくりましょう。 

１ 教養を高め、文化の香り高いまちをつくりましょう。 

（昭和４９年１０月１日制定） 

 

・富津市家庭憲章 

次代を担う青少年が健やかにたくましく育つことは、われわれ市民の共通した願いで

す。その願いをこめて、この富津市家庭憲章を市民運動として展開し、明るく健康的な

家庭をつくりましょう。 

１ あいさつは、きちんとはっきりいいましょう。 

１ 家庭では、なんでも話しあいましょう。 

１ 心と体をきたえ、みんなでなかよくしましょう。 

１ 感謝と奉仕の心をもちましょう。 

１ 社会のきまりを守り、責任のもてる行動をしましょう。 

（昭和５９年２月制定） 

富津市青少年問題協議会 

富津市教育委員会 

富津市青少年相談員連絡協議会 
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第４章 事業計画 

4-1. 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法では、市は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保

育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、「教育・保育提供区域」

を定めることになっています。 

本市は「量の見込み」「確保方策」を設定する単位として、富津・大佐和地区、天羽地区の２つ

の区域とします。 

 

【第Ⅰ期計画からの変更した理由について】 

第Ⅰ期計画では、富津地区、大佐和地区間において、住所地区とサービス利用地区が異なる利用

者が多くみられました。このため、両地区で量の見込と実績の乖離が大きくなっていました。この

ため、住所地区とサービス利用地区を実態に合わせる形で、富津地区、大佐和地区間を統合するこ

ととしました。 

 

図 教育・保育提供区域図 
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4-2. 幼児期の学校教育・保育の量の見込と確保方策 

本計画では、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み」を定めます。 

現在の幼稚園、保育所（園）等の利用状況に利用希望等を踏まえ、以下の認定区分で設定し、教

育・保育提供区域ごとに量の見込みを算出し、提供体制の確保を行います。 

 

（1）本市の状況 
本市における保育所（園）は公立保育所７園、私立保育園４園、幼稚園は私立幼稚園２園、認定

こども園は１園が、教育、保育を実施しています。 

                                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育所（園）・認定こども園：各年3月1日現在／平成31年度のみ4月1日現在 

 幼稚園：各年5月1日現在 

 

（２）保育の必要性の認定区分 
認定区分 認定の内容 利用先 

１号認定 

満３歳以上の小学校就学前

の子どもで、教育を希望す

る場合 
・幼稚園 

・認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の小学校就学前

の子どもで、保育所等での

保育を希望する場合 
・保育所（園） 

・認定こども園 

３号認定 

満３歳未満の子どもで、保

育所等での保育を希望する

場合 
・保育所（園） 

・認定こども園 

 

 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

公立 243 240 230 232 205
私立 417 413 414 393 363
合計 660 653 644 625 568

私立 315 309 283 279 290

幼稚園部分 36 30 29 19 23
保育所部分 18 23 30 40 35

合計 54 53 59 59 58

入所児童数

保育所(園)

幼稚園

認定こども園(幼稚園型)
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（３）見込量の推計 
教育・保育、地域子ども子育て支援事業の量の見込みにあたっては、就学前児童、小学生の保護

者を対象としたニーズ調査の結果をもとに、国から配布された「潜在保育ニーズ量の標準的算出方

法について」に沿って推計し、本市の地域特性を踏まえながら設定しました。 

 

①量の見込み推計フロー 

 

図 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み推計フロー 
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②量の見込みの算出方法 

最初にコーホート変化率法※1 によって、本市の令和 2 年度～令和 6 年度の０～11 歳の

子どもの人口を推計しました。 

次に、ニーズ調査結果の父親・母親の就労形態及び就労希望の形態（フルタイム、パートタ

イム、無業）から家庭類型を区分し、それぞれの家庭類型別の児童数を算出しました。家庭類

型ごとに利用状況・利用意向（希望）から利用意向率を求め、それを年度ごとの児童数の推計

値に掛け合わせることにより、量の見込みを算出しました。 

※1 コーホート変化率法…将来人口の推計手法 

※教育・保育の量の見込みは、１号、２号、３号別に、年度ごとに算出 

※地域子ども・子育て支援事業では、事業別に、年度ごとに算出 

保護者の就労状況等から分類する潜在的家庭類型は以下のとおりです。 

 

③家庭類型の定義 

家庭類型 就労状況等 

タイプＡ ひとり親家庭 

タイプＢ フルタイム×フルタイム 

タイプＣ フルタイム×パートタイム （就労時間：月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部）※ 

 タイプＣ′ フルタイム×パートタイム （就労時間：月下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部）※ 

タイプＤ 専業主婦（夫） 

タイプＥ 
パートタイム×パートタイム （就労時間：双方が 月 120 時間以上＋下限時間～120 時間

の一部）※ 

 タイプＥ′ 
パートタイム×パートタイム （就労時間：いずれかが 月 120 時間以上＋下限時間～120

時間の一部）※ 

タイプＦ 無業×無業 

（※）就労時間に関する考え方は以下のとおりです。 

月 120 時間以上 ⇒ 

＝両親ともフルタイムで就労する場合又はそれに近い場合を想定 

 →「保育標準時間利用」 

     保育必要量：１日 11 時間までの利用に対応 

月 48 時間以上～

120 時間未満 
⇒ 

＝両親の両方又はいずれかがパートタイムで就労する場合を想定 

 →「保育短時間利用」 

     保育必要量：１日８時間までの利用に対応 

 【ＣとＣ´（ＥとＥ´）の区分】 

 現在の利用状況又は今後の利用意向を勘案し，学校教育を利用する 

  可能性が高い者をＣ´（Ｅ´）に区分する。 

月 48 時間未満 ⇒ 
下限時間＝保育の必要性の認定の対象となる就労時間の下限 

        48～64 時間／月の間で市町村が定める         
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④量の見込みの算出方法のイメージ 

 
・家庭類型別児童数の算出 

家庭類型 推計児童数（人）  潜在家庭類型割合  家庭類型別児童数 

タイプＡ 

※コーホート変化率法によ

る年度ごと年齢ごとの推計

児童数 

×  ＝  

タイプＢ ×  ＝  

タイプＣ ×  ＝  

タイプＣ’ ×  ＝  

タイプＤ ×  ＝  

タイプＥ ×  ＝  

タイプＥ’ ×  ＝  

タイプＦ ×  ＝  

     

 ・量の見込みの算出 

家庭類型 家庭類型別児童数  利用意向率  量の見込み 

タイプＡ  ×  ＝  

タイプＢ  ×  ＝  

タイプＣ  ×  ＝  

タイプＣ’  ×  ＝  

タイプＤ  ×  ＝  

タイプＥ  ×  ＝  

タイプＥ’  ×  ＝  

タイプＦ  ×  ＝  

※年度ごと、年齢区分ごとに算出。年齢区分は事業による。 
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（４）教育・保育提供区域別の幼児期の学校教育・保育の量の見込と

確保方策 
安定した幼児期の教育・保育を提供するため、幼児期の教育・保育の利用状況及びニーズ調査等

で把握した利用希望等を踏まえるとともに、就学前児童数の推移、幼児期の教育・保育施設の配置

状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに必要利用定員総数（量の見込み）を定めます。 

今期計画より統合された、富津・大佐和地区と天羽地区の２つの教育・保育提供区域毎に量の見

込と確保方策を定めます。第Ⅱ期計画中令和2年度～令和6年度において、両地区とも1号認定、2

号認定、3号認定の量の見込み（①）に対して、それを上回る確保方策（②）となっており、確保

方策（②）－量の見込み（①）は、いずれも不足のない状況になっています。 

各地区について令和2年度～令和6年度の量の見込みと確保方策について定めています。平成30

年度の項目は、実績値を示しています。平成30年度の量の見込み（①）は、第Ⅰ期計画で設定し

ていた、確保方策の数値となっています。また、平成30年度の確保方策（②）は、サービス提供

の実績（利用者数、件数）となっています。 

 

１）富津・大佐和地区 
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２）天羽地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

天羽地区 平成30年度（実績） 令和2年度 令和3年度

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） ７０ １７４ １９ ６９ １６ ６８ ９ ４７ １６ ７０ ９ ４５

確保方策（②） １９ ７９ １０ ４４ ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９

特定教育・保育施設 ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９

確認を受けない幼稚園 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

②－① ▲ 51 ▲ 95 ▲ 9 ▲ 25 ５４ １０６ １０ ２２ ５４ １０４ １０ ２４

天羽地区 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） １５ ６５ ８ ４２ １５ ６３ ８ ４０ １４ ６２ ７ ３８

確保方策（②） ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９

特定教育・保育施設 ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９ ７０ １７４ １９ ６９

確認を受けない幼稚園 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

②－① ５５ １０９ １１ ２７ ５５ １１１ １１ ２９ ５６ １１２ １２ ３１

合計 平成30年度（実績） 令和2年度 令和3年度

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） ６４０ ６１９ ８０ ２５３ ２７０ ３６６ ５０ １８４ ２６４ ３６１ ４９ １７７

確保方策（②） ３０３ ４１２ ４６ １９５ ４２０ ５８７ ６８ ２４７ ４２０ ５８７ ６８ ２４７

特定教育・保育施設 ０ ０ ０ ０ ７０ ５８７ ６８ ２４７ ７０ ５８７ ６８ ２４７

確認を受けない幼稚園 ０ ０ ０ ０ ３５０ ０ ０ ０ ３５０ ０ ０ ０

②－① ▲ 337 ▲ 207 ▲ 34 ▲ 58 １５０ ２２１ １８ ６３ １５６ ２２６ １９ ７０

合計 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） ２４９ ３３９ ４６ １７０ ２４４ ３３１ ４５ １６３ ２３６ ３２２ ４３ １５６

確保方策（②） ４２０ ５８７ ６８ ２４７ ４２０ ５８７ ６８ ２４７ ４２０ ５８７ ６８ ２４７

特定教育・保育施設 ７０ ５８７ ６８ ２４７ ７０ ５８７ ６８ ２４７ ７０ ５８７ ６８ ２４７

確認を受けない幼稚園 ３５０ ０ ０ ０ ３５０ ０ ０ ０ ３５０ ０ ０ ０

②－① １７１ ２４８ ２２ ７７ １７６ ２５６ ２３ ８４ １８４ ２６５ ２５ ９１
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4-3. 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の実情に応じ実施する事業です。これまでの利用

実績、ニーズ調査結果、人口推計等から、設定区域ごとに必要な量の見込み及び確保方策について

設定します。各事業について令和2年度から令和6年度の「量の見込み」（＝どのくらいの需要が

あるのか）「確保方策」（＝いつどのくらいサービスを提供するのか、事業を実施するのか）につ

いて定めています。 
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（１） 利用者支援事業 ..........................................................................................................................42 頁 
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（８） 一時預かり事業 ......................................................................................................................... 44 頁 
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（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ................................48 頁 
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（１）利用者支援事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て支援事

業等の情報提供や相談・助言を行うとともに関係機関との連携を行う事業

です。 

今後の方向性 
令和２年度に地域交流支援センター、令和３年度に市役所本庁での実施を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

（２） 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

提供区域 各区域 

事業内容 
未就園の子どもとその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で子育てに関する情

報交換や交流、仲間づくりができる場所を提供する事業です。 

今後の方向性 
令和２年度に天羽地区の地域交流支援センターでの開設及び休所事業所の

再開、また令和４年度にも１か所新規開設を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富津・大佐和地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ４,６２２人 ４,７７９人 ４,９３８人 ５,１０３人 ５,２６３人
確保方策

人数（②） １０,０００人 １０,０００人 １５,０００人 １５,０００人 １５,０００人
施設数 ２か所 ２か所 ３か所 ３か所 ３か所

②－① ５,３７８人 ５,２２１人 １０,０６２人 ９,８９７人 ９,７３７人

天羽地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ９３３人 ９４３人 ９５６人 ９６８人 ９９０人
確保方策

人数（②） ５,０００人 ５,０００人 ５,０００人 ５,０００人 ５,０００人
施設数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

②－① ４,０６７人 ４,０５７人 ４,０４４人 ４,０３２人 ４,０１０人

全地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ５,５５５人 ５,７２２人 ５,８９４人 ６,０７１人 ６,２５３人
確保方策

人数（②） １５,０００人 １５,０００人 ２０,０００人 ２０,０００人 ２０,０００人
施設数 ３か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所

②－① ９,４４５人 ９,２７８人 １４,１０６人 １３,９２９人 １３,７４７人

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １か所 １か所 １か所 １か所 １か所
確保方策（②） １か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所
②－① ０か所 １か所 １か所 １か所 １か所
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（３） 妊婦健診   

提供区域 全市域 

事業内容 
より安全で安心な出産を支援するために、妊娠中に指定医療機関において

14 回を限度に基本的な健診を受ける費用を公費負担する事業です。 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

 

 

 

（４） 乳児家庭全戸訪問事業  

提供区域 全市域 

事業内容 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を保健

師・助産師等が訪問し、子育て支援に関する情報提供、育児や産後の生活

の相談、養育環境等の把握を行う事業です。 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

 

 

 

 

 

（５） 養育支援訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言を行うこと

により、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み １,９３２人回 １,８６２人回 １,７６４人回 １,６９４人回 １,６３８人回
人数 １３８人 １３３人 １２６人 １２１人 １１７人
健診回数 １４回 １４回 １４回 １４回 １４回

確保方策
・実施場所：指定医療機関

・実施方法：受診券の発行

計
画

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み １９５人回 １８８人回 １７８人回 １７１人回 １６６人回

確保方策
・実施体制：保健師、助産師（委託契約）による訪問
・実施機関：健康づくり課

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み ７人 ７人 ７人 ７人 ７人

確保方策
・実施体制：保健師による訪問
・実施機関：健康づくり課
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（６） 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の疾病や冠婚葬祭等の理由により、家庭において子どもを一時的に

養育できない場合に児童養護施設等で預かる事業です。 

≪事業種類≫短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）、夜間養護等

事業（トワイライトステイ事業） 

今後の方向性 令和４年度に委託施設を確保します。 

 

 

 

 

 

 

（７） 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

提供区域 全市域 

事業内容 

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の援助を希望する者（利用会

員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に対

する連絡・調整を実施する事業です。 

今後の方向性 
会員登録と利用促進を目指し、預かり場所等のサービス提供拠点確保の検

討も進めます。 

 

 

 

 

（８） 一時預かり事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での保育が一時的に困難になっ

たときに、保育所等で一時的に預かる事業です。 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

 

  

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ２人日 ２人日 ２人日 ２人日 ２人日
確保方策

延べ人数（②） ０人 ０人 ３６５人 ３６５人 ３６５人
施設数 ０か所 ０か所 １か所 １か所 １か所

②－① ▲ ２人 ▲ ２人 ３６３人 ３６３人 ３６３人

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ３３９人日 ３８９人日 ４３９人日 ４８９人日 ５３９人日
確保方策（②） ３３９人日 ３８９人日 ４３９人日 ４８９人日 ５３９人日
②－① ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日
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○幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保育所（園）における一時預かり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富津・大佐和地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １０,０８０人 １０,３７５人 １０,６８６人 １１,０１４人 １１,３５９人
確保方策

人数（②） １０,０８０人 １０,３７５人 １０,６８６人 １１,０１４人 １１,３５９人
施設数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

天羽地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ３７７人 ３６５人 ３５３人 ３４２人 ３３１人
確保方策

人数（②） ３７７人 ３６５人 ３５３人 ３４２人 ３３１人
施設数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １０,４５７人 １０,７４０人 １１,０３９人 １１,３５６人 １１,６９０人
確保方策 0 0 0 0 0

人数（②） １０,４５７人 １０,７４０人 １１,０３９人 １１,３５６人 １１,６９０人
施設数 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

富津・大佐和地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ５８７人 ５９６人 ６０７人 ６１９人 ６３２人
確保方策

人数（②） ５８７人 ５９６人 ６０７人 ６１９人 ６３２人
施設数 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

天羽地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １２９人 １２５人 １２１人 １１７人 １１３人
確保方策

人数（②） １２９人 １２５人 １２１人 １１７人 １１３人
施設数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ７１６人 ７２１人 ７２８人 ７３６人 ７４５人
確保方策 0 0 0 0 0

人数（②） ７１６人 ７２１人 ７２８人 ７３６人 ７４５人
施設数 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所 １０か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
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（９） 延長保育事業  

提供区域 各区域 

事業内容 
保育認定を受けた子どもについて、11 時間の開所時間を超えて保育を実

施する事業です。 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）病後児保育事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
病後児について、家庭での保育に欠ける場合に保育園等の専用スペースで

看護師等が一時的に保育を行う事業です。 

今後の方向性 令和２年度より地域交流支援センターで２拠点目を開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

富津・大佐和地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ２５５人 ２５６人 ２５７人 ２５８人 ２５９人
確保方策

人数（②） ２５５人 ２５６人 ２５７人 ２５８人 ２５９人
施設数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

天羽地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １０人 １２人 １４人 １６人 １８人
確保方策

人数（②） １０人 １２人 １４人 １６人 １８人
施設数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ２６５人 ２６８人 ２７１人 ２７４人 ２７７人
確保方策

人数（②） ２６５人 ２６８人 ２７１人 ２７４人 ２７７人
施設数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ３７２人 ３６２人 ３４４人 ３３３人 ３２２人
確保方策

人数（②） １,５００人 １,５００人 １,５００人 １,５００人 １,５００人
施設数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

②－① １,１２８人 １,１３８人 １,１５６人 １,１６７人 １,１７８人
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

提供区域 各区域 

事業内容 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、放課後に適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成を図る

事業です。 

今後の方向性 
令和３年度に富津地区で既存クラブの移設により単位数を増加し、受入枠

の拡大を目指します。令和２年度には、天羽地区で単位数を増加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大佐和地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ７５人 ８０人 ８５人 ９１人 ９７人
小学１年生 １８人 ２７人 ２０人 ２７人 ２６人
小学２年生 ２３人 １７人 ２６人 ２４人 ２５人
小学３年生 ３人 ３人 ４人 ５人 ５人
小学４年生 １１人 １１人 １４人 １２人 １７人
小学５年生 １０人 ８人 １０人 １１人 ８人
小学６年生 １０人 １４人 １１人 １２人 １６人

確保方策
登録児童数（②） １２０人 １２０人 １２０人 １２０人 １２０人
施設数 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所

②－① ４５人 ４０人 ３５人 ２９人 ２３人

天羽地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １７人 １９人 １９人 ２０人 ２１人
小学１年生 ４人 ４人 ５人 ４人 ５人
小学２年生 ２人 ４人 ３人 ４人 ３人
小学３年生 ４人 ３人 ４人 ４人 ６人
小学４年生 ４人 ４人 ３人 ５人 ３人
小学５年生 ２人 ３人 ３人 ２人 ３人
小学６年生 １人 １人 １人 １人 １人

確保方策
登録児童数（②） ３５人 ３５人 ３５人 ３５人 ３５人
施設数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

②－① １８人 １６人 １６人 １５人 １４人

富津地区
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） １３０人 １３９人 １４８人 １５８人 １６９人
小学１年生 ４０人 ３９人 ４７人 ４４人 ４８人
小学２年生 ２１人 ２４人 ２２人 ２９人 ２５人
小学３年生 ２０人 ２３人 ２４人 ２４人 ３１人
小学４年生 ２５人 ２７人 ２８人 ３２人 ３２人
小学５年生 ９人 １０人 １０人 １１人 １４人
小学６年生 １５人 １６人 １７人 １８人 １９人

確保方策
登録児童数（②） １６２人 １８７人 １８７人 １８７人 １８７人
施設数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

②－① ３２人 ４８人 ３９人 ２９人 １８人
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業  

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育に必要な実費徴収に係

る費用を助成する事業です。 

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援新制度未移行

幼稚園を利用する世帯収入 360 万円未満及び第３子以降の施設利用認定

子どもに対し、施設等が徴収する副食材料費の助成を実施します。 

今後の方向性 国の動向に応じ対象者に対して助成を行います。 

 

 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業  

提供区域 なし 

事業内容 

特定教育・保育施設等への民間業者の参入の促進に関する調査研究その他

多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促

進するための事業です。 

今後の方向性 必要に応じて、検討を行います。 

 

 

 

 

  

全地区合計
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

量の見込み（①） ２２２人 ２３８人 ２５２人 ２６９人 ２８７人
小学１年生 ６２人 ７０人 ７２人 ７５人 ７９人
小学２年生 ４６人 ４５人 ５１人 ５７人 ５３人
小学３年生 ２７人 ２９人 ３２人 ３３人 ４２人
小学４年生 ４０人 ４２人 ４５人 ４９人 ５２人
小学５年生 ２１人 ２１人 ２３人 ２４人 ２５人
小学６年生 ２６人 ３１人 ２９人 ３１人 ３６人

確保方策
登録児童数（②） ３１７人 ３４２人 ３４２人 ３４２人 ３４２人
施設数 ９か所 ９か所 ９か所 ９か所 ９か所

②－① ９５人 １０４人 ９０人 ７３人 ５５人

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施の有無 実施する 実施する 実施する 実施する 実施する

全市域
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施の有無 実施しない 実施しない 実施しない 実施しない 実施しない
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4-4. 乳幼児期の学校教育・保育の一体的な提供を含む 

子ども・子育て支援の推進方策 
乳幼児期の教育・保育は、その子どもの生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要なものであり、

子どもの最善の利益を第一優先として考えながら、子どもたちへの質の高い教育・保育の提供を行

うとともに、家庭や地域における教育・子育ての向上に向けた支援を実施していく必要があります。 

 

（１）適切な集団規模の確保 

子どもの健やかな育ちに重要となる集団生活や異年齢交流などを幅広く実施するため、子どもの

育ちの視点に立った適切な施設規模の確保に努めます。 

 

（２）認定こども園に係る基本的な考え方 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況等に影響を受けず、柔

軟に子どもを受け入れられる施設であり、子ども・子育て支援新制度では、認可手続きの簡素化等

により、新設や幼稚園・保育所からの移行が可能な仕組みとなっています。 

本市では、既存の幼稚園や保育所（園）の移行希望や保護者の動向を踏まえ、認定こども園の移

行を検討していきます。 

 

（３）地域型保育の導入 

３歳未満児の保育を基本とする地域型保育（小規模保育等）の導入を必要に応じ検討します。 

 

（４）教育・保育に係る関係機関の連携 

幼児期の学校教育・保育と小学校教育との円滑な接続（幼・保・小連携）を図るための取組を推

進します。 

4-5. 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育

施設等の円滑な利用の確保 
保護者が産休、育休明けに希望に応じて円滑に、認定こども園や幼稚園、保育所（園）の施設や

地域子育て支援事業等に関するきめ細やかな情報提供や相談支援を行うとともに、質の高い保育の

提供に努めます。 

また、保護者が産休・育休明けの希望する時期に、教育・保育施設を円滑に利用できるよう、保

護者に対して母子健康診断、乳幼児健診などのきめ細かな情報提供に努めます。 
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4-6．学童期の子どもの放課後の居場所づくり 
現在、放課後の子どもへの取組として、富津市版放課後子供教室として平成 30 年度に「放課後

ルーム」を１か所で開設しています。さらに、令和元年度から３か所に拡充し、家庭教育支援員が

コーディネーターとなって活動しています。今後、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多

様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な

整備等を推進するため、国の「新・放課後子ども総合プラン」で示された各項目を基に、目標事業

量や実施計画、方策を検討し、以下のように推進していきます。 

 

（１）目標事業量及び実施計画について 

No. 事業内容 2023 年度（令和５年度）までの目標事

業量 

1 放課後ルームの増設 3 か所から１か所増設 ⇒ 4 か所設置 

2 放課後児童クラブ及び放課後子供教室の

連携 

検討 

3 放課後子供教室を整備 全小学校区の 50％ 

 

（２）放課後児童クラブ及び放課後子供教室の推進に関する方策について 

「新・放課後子ども総合プラン」では、放課後児童クラブの役割として、「単に保護者が労働等

により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけではなく、児童が

放課後児童支援員の助けを借りながら、基本的な生活習慣や異年齢児童等との交わり等を通じた社

会性の習得、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場」「生活の場」であり、子

どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を負っているものであることを踏まえ、こ

うした放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図る。」

とされています。これに示されるような、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の円滑な推進に向

けて、以下のような方策のもと、各種取組を推進していきます。 

 

No. 項目 実施内容 

1 放課後児童クラブ及び放課後子

供教室の一体的な、又は連携に

よる実施に関する具体的な方策 

児童クラブの支援員と子供教室の支援員が定期的

に情報交換を行い、児童の状況等を共有します。 

2 小学校の余裕教室等の放課後児

童クラブ及び放課後子供教室へ

の活用に関する具体的な方策 

教育委員会と福祉部局の間で協議し、学校施設の

利用を促進します。 

 

3 
 

放課後児童クラブ及び放課後子

供教室の実施に係る教育委員会

と福祉部局の具体的な連携に関

する方策 

同じ学校に通う児童の健やかな成長のため、教育

委員会と福祉部局は放課後対策について実施主体

にかかわらず、連携して取り組みます。 

 

4 
 

特別な配慮を必要とする児童へ

の対応に関する方策 

 

保護者の相談に応じる時間を設けるなど、子ども

一人一人の状態に応じたきめ細やかな対応ができ

るよう努めます。 
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4-7．子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援

に関する県が行う施策との連携 
児童虐待防止対策の充実、母子・父子家庭などのひとり親家庭等の自立支援の推進、障がい児な

ど特別な支援が必要な子どもの施策の充実など、県が行う施策との連携を図るとともに、市の実情

に応じた施策を関係する各機関と連携を密にして展開します。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待は、子どもの健やかな成長と発達を損ない、子どもの人権を侵害する深刻な問題であり、

迅速かつ適切な対応が必要です。 

市では、平成３１年に作成した「富津市ＤＶ・虐待防止計画」に基づき児童虐待防止に関わる施

策を実施しています。児童虐待防止対策のため、地域の子育て支援活動と連携して、地域ぐるみの

虐待の予防体制や相談体制の充実を図ります。 

また、子どもの権利擁護に関しては、体罰によらない子育ての推進を図ります。 

さらに、児童虐待の発生予防・早期発見、発生時の迅速・的確な対応等を行うため、支援を必要

とする子どもや妊婦の早期の把握、市町村子ども家庭総合支援拠点の整備、要保護児童対策地域協

議会の取組の強化、児童相談所と市町村等の情報共有の推進を図ります。 

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

ひとり親家庭等については、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成、保育料の減額など経済

的支援を行うほか、県との連携を図り、ひとり親家庭等の自立に向けた相談体制の充実を図ります。 

 

（３）障がい児などの支援 

障がい児など特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、地域で安心して生活できるよう

自立支援医療の給付や年齢、障がい等に応じた専門的な医療や療育の支援に取り組みます。 

また、保護者への情報提供を行い、事業利用の円滑化を図ります。 

 

（４）幼児教育・保育等の質の確保及び向上 

専門性の向上を図るため、幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の教育・保育

施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境の改善等について助言等を行う幼

児教育アドバイザーの配置に努めます。 

 

（５）外国につながる幼児への支援・配慮 

本市は、国際化の進展を踏まえて、地域における外国人等の在住状況や出身地域等を踏

まえつつ、保護者及び教育・保育施設等に対する支援策を検討します。 
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4-8．職業生活と家庭生活との両立の推進 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現について、国の「仕事と生活の調和

憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」等において、国民が積極的に取り組むこと

と、国や地方公共団体がそれを支援すること等により、社会全体で運動として広げていく必要があ

るとされています。 

市では、働き方の見直し及び仕事と子育ての両立のため、教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の充実を図り、働きやすい環境の整備に努めます。子育て講座の開催など、地域の実情に応

じた取組を推進します。 
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第５章 子ども・子育ての施策 
 

本計画における子ども・子育ての施策については、次世代育成支援行動計画における主要施策を

承継し、また、各施策の実施状況を把握し、事業の推進を図ります。 

5-1. 施策の体系  
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5-2. 成⾧段階ごとの施策 

１ 妊娠期・出産期 

（１）妊産婦・新生児の健康支援 

妊産婦及びその家族が、安心して妊娠・出産・子育てができるように、妊娠期・出産期の相談事

業や講座等の充実を図ります。 

※「事業内容」欄の●は平成３０年度の事業回数等実績 

No. 事業名 事業内容 担当部署 

1-1 
母子健康手帳

の交付 

母子健康手帳交付時に保健師等が妊婦等への面

接を行い，妊娠・出産・子育てに関する不安や

悩みの相談や子育て情報の提供等を行う。 

  

健康づくり課 

1-2 妊婦健診 

より安全で安心な出産を支援するために、妊娠

中に指定医療機関において 14 回を限度に公費

で基本的な健診を受けられるようにする。 

  

健康づくり課 

1-3 
妊娠期支援事

業 

妊娠中の母体管理と栄養管理、胎児の発育につ

いて、妊娠届出時等に個別指導を行う。 健康づくり課 

1-4 
新生児・産婦

訪問 

生後 28 日以内の新生児に対し、保健師や助産

師が訪問し、健康状態の確認や必要な保健指

導、健康や育児に関する相談などを行う。 

  

健康づくり課 

1-5 
マタニティ講

座 

子育て情報や育児体験、また妊婦同士の交流の

機会を提供し、育児不安の軽減を図る。 
●講座開催：２回 

子育て支援課 

1-6 

子育て世代包

括支援センタ

ー 【新規】 

妊産婦及び乳幼児等が安心して健康な生活がで

きるよう、利用者目線に立って、一貫性・整合

性のある支援を行う。 

  

健康づくり課 

1-7 
産後ケア事業

【新規】 

産後 4 か月までの母子を対象に、産科医療機関

において、授乳指導、心身のケア等を行い、産

後の生活を支援する。 

  

健康づくり課 
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２ 乳児期・幼児期 

（１）子どもの健康支援 

子どもの心と体の健やかな成長を支援する環境づくりを推進します。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

2-1 
乳児家庭全戸

訪問事業 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳

児のいる全ての家庭を保健師・助産師等が訪問

し、子育て支援に関する情報提供、育児や産後

の生活の相談、養育環境等の把握を行う。 

  

健康づくり課 

2-2 乳幼児相談 
乳幼児期の子育てに関することや食事等につい

て面接相談、電話相談を実施する。 健康づくり課 

2-3 

育児教室（４

か月児・７か

月児・10 か月

児・１歳児・

２ 歳 ６ か 月

児） 

発達の節目の時期に、成長・発達の経過、食

事、虫歯予防を学ぶ教室を開催する。 

健康づくり課 

2-4 離乳食教室 
月齢（５か月）にあった食事についての学習と

食材の使い方や作り方等を実習する。 健康づくり課 

2-5 
１歳６か月児

健診 

計測・診察（内科・歯科）・相談（発達・栄

養）を実施し、子どもの発育・発達、食事内容

を養育者と確認する。 

  

健康づくり課 

2-6 ３歳児健診 

計測・診察（内科・歯科）・検査（尿・視力・

聴力）・相談（発達・栄養）を実施し、子ども

の発育・発達、食事内容を養育者と確認する。 

  

健康づくり課 

2-7 予防接種 
感染症を予防するため、予防接種を行う。 

健康づくり課 

2-8 食育事業 

健全な食事環境を通じた家族の団らんの大切さ

や食事の楽しさ、望ましい食事のあり方、食を

通じた心の健全育成を学ぶため、食事に関する

講習会・実習を行い、親子・親同士の交流を図

る。 

●講座開催：４回 

子育て支援課 

2-9 

ブックスター

ト事業 

【新規】 

４か月児健診の機会に、市民ボランティアとと

もに、読み聞かせの体験と絵本をプレゼントす

る活動を通して、赤ちゃんと保護者が、絵本を

介して心ふれあう時間を持つきっかけを届け

る。 

  

生涯学習課 

2-10 
乳幼児歯科指

導【新規】 

乳幼児健診、窓口等で口腔内ケアについての相

談・指導を行う。 健康づくり課 
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（２）保育サービスの充実 

多様な保育需要に応じて、利用しやすい保育の提供を推進します。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

2-11 
一時預かり事

業 

育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での

保育が一時的に困難になったときに、保育所等

で一時預かり保育を実施する。 

  

子育て支援課 

2-12 延長保育事業 
保育認定を受けた子どもについて、11 時間の

開所時間を超えて保育を実施する。 子育て支援課 

2-13 
病後児保育事

業 

病後児について、家庭での保育に欠ける場合に

保育園等の専用スペースで看護師等が一時的に

保育を実施する。 

  

子育て支援課 
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３ 学齢期・思春期・活動期 

（１）学校教育の推進と地域社会との連携 

豊かな人間性と体力等を育成するため教育の充実と、子どもたちが様々な体験活動ができる機会

の充実に努めます。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

3-1 

外国語指導助

手（ALT）の

配置 

「生きた英語」を学び、小・中学生の英語によ

るコミュニケーション能力を高め、異文化理解

や国際理解を推進するため、ALT を配置する。 

●派遣延べ日数：591 日 

教育センター 

3-2 
情報教育の推

進 

情報教育を推進するため、コンピュータ室等の

整備・充実を図る。ICT 機器の活用を通して、

児童・生徒の情報活用能力を育成する。 

  

教育センター 

3-3 教育相談事業 
いじめ・不登校・引きこもり・家庭内暴力・発

達障がい等の相談活動を行う。 教育センター 

3-4 食育の推進 

小・中学生が正しい知識と望ましい食習慣を身

につけることができるよう栄養教諭等を食育指

導員として位置づけ、各学校における食育を推

進する。 

●食育指導員派遣回数：延 84 回 

教育センター 

3-5 
家庭教育指導

員 

家庭教育に関する相談や指導にあたるほか、

「家庭教育支援チーム」の支援員として子ども

を見守りながら保護者や地域の支援者とつなが

る。 

●実施日数：144 日 

生涯学習課 

3-6 
富津市スポー

ツ少年団事業 

地域に根ざしたスポーツ活動を推進し、郷土の

未来を担う、青少年の心身の健全なる育成を図

る。 

  

生涯学習課 

3-7 
こどもチャレ

ンジ教室 

宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自

主性・創造性・社会性を育てる。 中央公民館 

3-8 
こどもチャレ

ンジ教室 

宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自

主性・創造性・社会性を育てる。 市民会館 

3-9 
こどもチャレ

ンジ教室 

宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自

主性・創造性・社会性を育てる。 富津公民館 

3-10 
青少年相談員

活動 

市や各地区のつどい大会等を通して、青少年へ

の多様な体験活動を提供し、また、地域活動等

を担う青少年相談員相互の情報交換を行い、青

少年の健全育成を図る。 

  

生涯学習課 
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通番 事業名 事業内容 担当部署 

3-11 

放課後健全育

成事業（放課

後 児 童 ク ラ

ブ） 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない、小学

校に就学している児童に対し、放課後に適切な

遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成

を図る。 

  

子育て支援課 

3-12 

放課後ルーム

（放課後子供

教室） 

【新規】 

小学校や公民館で、放課後の児童の居場所を提

供するとともに、送迎時等に保護者の相談に応

じる。（「家庭教育支援チーム」事業）  
生涯学習課 

3-13 

子どもの学習

支援事業 

【新規】 

生活困窮世帯の小学生及び中学生に対して、学

習支援、居場所の提供、進路相談等に応じるこ

とで、生活習慣及び育成環境の改善を図る。 

  

社会福祉課 

3-14 

学習サポート

会（地域未来

塾）【新規】 

公民館等で、主に塾に通っていない中３生を対

象に、数学・英語の基礎を中心とした学習の支

援をする。期間は 11 月～２月。 

  

生涯学習課 

3-15 
防災教育の推

進【新規】 

災害発生時の減災に繋げるには、子どものうち

から正しい災害に対する備えや知識を習得する

ことが重要なため、講座を実施する。 

 

防災安全課 

3-16 

児童・生徒歯

科指導 

【新規】 

小・中学生に対する歯科保健指導や小・中学校

養護教諭に対する歯科指導教育を行う。  健康づくり課 
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４ 育児期全般 

（１）地域における子育て支援 

子育て環境の充実や地域における子育て支援の機会や場の創出に努め、子どもの心と体の健やか

な成長を支援していきます。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-1 
利用者支援事

業 

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育

施設や地域の子育て支援事業等の情報提供や相

談・助言を行うとともに関係機関との連携を行

う。 

子育て支援課 

4-2 
子育て情報の

発信 

ホームページ・広報紙・安心安全メール・ＳＮ

Ｓを活用し子育てに関する情報提供を充実させ

る。 

子育て支援課 

4-3 
「布えほん」

貸出 

ボランティア団体「布えほんメルヘン」により

製作された布絵本やおもちゃを、市内幼稚園、

保育所（園）、個人及び福祉団体に貸し出す。 

●実施日数：７回 

社会福祉協議会 

4-4 

地域子育て支

援 拠 点 事 業

（地域子育て

支 援 セ ン タ

ー） 

未就園の子どもとその保護者を対象に、親子で

遊ぶ中で子育てに関する情報交換や交流、仲間

づくりができる場所を提供する。 子育て支援課 

4-5 

子育て援助活

動 支 援 事 業

（ フ ァ ミ リ

ー ・ サ ポ ー

ト・センター

事業） 

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の

援助を希望する者（利用会員）と、援助を行う

ことを希望する者（提供会員）との相互援助活

動に対する連絡・調整を実施する。 
子育て支援課 

4-6 
おひさま広場

事業 

乳幼児を持つ保護者が気軽に集い、親子の交

流、育児相談、子育て情報の提供を行う。 

●開催：７回 

子育て支援課 

4-7 園庭開放 

子育て家庭の交流の場、また、園と地域のつな

がりをつくるために、保育所（園）や幼稚園に

通園していない親子に園庭を開放する。 

  

子育て支援課 

4-8 移動図書館 

公民館図書室等から離れた地域を巡回し、図書

貸し出しサービスの充実を図り、生涯にわたる

学習の向上を図る。 

●運行日数：84 日 

生涯学習課 

4-9 
学校施設の有

効利用 

学校施設の地域開放に向けて、各学校で必要に

応じて関係機関と相互調整し有効利用を図る。 

 

教育総務課 

生涯学習課 

4-10 

読み聞かせボ

ランティア講

座【新規】 

生涯の財産となる本に親しむきっかけとなる読

み聞かせの担い手を養成する。絵本や昔ばなし

が子ども達の成長に果す役割を学ぶと同時に、

話し手が享受する豊かな心の恩恵を実感する。 

 

生涯学習課 
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（２）児童虐待防止対策 

児童虐待防止対策のため、地域の子育て支援活動と連携し、相談体制の充実を図ります。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-11 
児童虐待相談

対応事業 

地域において児童と接する機会のある関係機関

と連携を図り、早期の児童虐待の予防・防止活

動を行う。 

  

 

福祉の窓口課 

4-12 
児童家庭相談

事業 

家庭における人間関係の健全化、児童の適正な

養育等、家庭児童福祉に関する相談指導を実施

する。 

  

 

福祉の窓口課 

4-13 
養育支援訪問

事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関

する指導・助言を行うことにより、当該家庭の

適切な養育の実施を確保する。 

  

健康づくり課 

 

（３）特別な支援が必要な子どもへの支援 

障がいの有無に関わらず、すべての子どもたちが自分らしい生活を送ることができるよう、各専

門機関が連携し、学校、地域においてともに学ぶ機会の充実や環境づくりを推進します。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-14 
幼児ことばの

相談会 

ことばの問題の早期発見、早期対応を行い、就

学後の継続指導に結びつけるため、希望のあっ

た就学前の幼児を対象に相談会を実施する。 

●開催：２回 

教育センター 

4-15 

保 育 所

（園）・幼稚

園への巡回訪

問 

特別支援学校教諭に療育技術指導を依頼し、障

がい児等の入所している保育所等職員の資質向

上を図る。 
子育て支援課 

4-16 
特別支援教育

の推進 

LD（学習障がい）、ADHD（注意欠陥/多動性

障がい）、高機能自閉症等を含む、特別な支援

を要する児童・生徒に適切な教育的支援や指導

を行う体制を整える。 

  

学校教育課 

4-17 

学校における

カウンセリン

グの推進 

いじめや心の悩み等の諸問題において，児童・

生徒、保護者からの相談に応じるため、県から

配置されたスクールカウンセラーを有効に活用

する。 

  

教育センター 
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通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-18 

不登校児童・

生徒の適応指

導 

不登校児童・生徒への適応指導対策として、適

応指導教室を運営するとともに、学校や関係諸

機関とのネットワークを生かして総合的な取組

を実施する。 

  

教育センター 

4-19 

問題を抱える

子ども等の自

立支援事業 

自立支援指導員を小・中学校に配置し、不登校

やいじめ・児童虐待等の諸問題の未然防止や早

期発見・早期対応を行う。 

  

教育センター 

4-20 
はまかぜ教育

相談 

専門医による教育相談を実施し、児童の悩み・

不安・問題行動について専門的な立場からカウ

ンセリングを行う。 

  

教育センター 

4-21 
療育等支援事

業 

千葉県社会福祉事業団児童サービスセンターに

委託し、市役所内で臨床心理士又は言語聴覚士

によることばの訓練や心理診断等の子どもの療

育相談を行う。 

  

 

福祉の窓口課 

4-22 相談支援事業 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障が

い福祉サービスを利用するにあたり、サービス

計画の作成や事業所との調整を行い適正なサー

ビス利用を促進する（障害児相談事業所）。 

通常の相談支援では対応が不十分な引きこもり

や障がい福祉サービスの未利用者に対し、早期

発見や適切なサービスの利用を促進する（一般

相談支援事業所）。 

  

 

福祉の窓口課 

4-23 
在宅生活支援

事業 

障害者総合支援法に基づく在宅サービス（居宅

介護・重度訪問介護・重度障がい者等包括支

援）の利用促進を図る。 

  

 

福祉の窓口課 

4-24 
日中活動支援

事業 

障害者総合支援法に基づく日中活動サービス

（短期入所・療養介護）、地域生活支援事業

（日中一時支援・地域活動支援センターⅠ型・

Ⅱ型・Ⅲ型）及び児童福祉法に基づく障がい児

通所サービス（放課後等デイサービス・児童発

達支援）の利用促進を図り、障がい児の日中に

おける活動の場を確保する。 

  

 

福祉の窓口課 

4-25 
社会参加促進

事業 

障害者総合支援法に基づく行動援護、同行援護

及び補装具費支給事業、地域生活支援事業に基

づく日常生活用具給付等事業、移動支援事業及

び意思疎通支援事業等を実施し、障がい児の社

会参加の促進を図る。 

  

 

福祉の窓口課 
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通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-26 
各種手当給付

事業 

特別児童扶養手当・障害児福祉手当を 20 歳未

満の重度の障がい児に給付する。 社会福祉課 

4-27 
各種医療費等

助成事業 

障がいのある児童に対し、自立支援医療（育成

医療・精神通院医療）、重度心身障害者医療、

精神障害者医療の医療費助成を行う。 

社会福祉課 

4-28 各種割引制度 
障がいの程度によって公共料金や交通サービス

に係る料金等の割引を実施する。 社会福祉課 

4-29 
各種割引制度

の周知 

障がいの程度によって公共料金や交通機関料金

等の割引対象となる者に制度を周知する。 福祉の窓口課 

4-30 

障がい児を育

てる地域の体

制整備事業 

研修会や講演会を実施することにより、障がい

児への理解を深める。 福祉の窓口課 

 

（４）経済的負担の軽減 

養育や教育に要する費用、医療費の負担軽減を図るための助成を行うとともに、各種制度の周知

を図ります。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-31 児童手当 

児童を養育している家庭の生活安定と児童の健

全育成を目的に、中学校修了前まで児童手当を

支給する。 

子育て支援課 

4-32 
子ども医療費

助成 

中学校修了前までの子どもが入院や通院した場

合、千葉県の助成制度に上乗せし助成する。  子育て支援課 

4-33 
未熟児養育医

療給付 

出生時の体重が 2,000g 以下又は身体の発達が

未熟なまま出生し、入院治療を必要とする乳児

の医療費を助成する。 

子育て支援課 

 

（５）ひとり親家庭の支援 

ひとり親家庭等の自立を支援するため、各種支援施策を推進します。 

通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-34 

母子・父子自

立支援相談事

業 

母子家庭等の相談指導・支援を実施する。 
 

福祉の窓口課 

4-35 児童扶養手当 

父又は母と生計を同じくしていない１8 歳の年

度末までの児童等を持つ父、母又は養育者に支

給する。 

  

子育て支援課 
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通番 事業名 事業内容 担当部署 

4-36 

ひとり親家庭

等医療費の助

成 

ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成す

る。 子育て支援課 

4-37 

母子及び父子

並びに寡婦福

祉資金貸付相

談 

母子・父子家庭・寡婦の福祉向上のための資金

貸付相談を行う。  

福祉の窓口課 
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第６章 計画の推進体制 

6-1. 関連機関との連携  

本計画の推進にあたっては、行政のみならず、市民をはじめ、市民団体、地域、学校、ＮＰＯ法

人、社会福祉協議会、ボランティア、企業・事業者などの関係機関・団体の協力が必要不可欠です。

このため、これらの市民、関係機関等と相互に連携し、計画の着実な推進を図ります。 

6-2. 計画の達成状況の点検・評価 

本計画の策定に向けて、学識経験者、子育ての当事者や支援者、教育・保育関係者等から構成す

る「富津市子ども・子育て会議」において議論を行ってきました。 

 当会議は、子ども・子育て支援施策の総合的・計画的な推進に関して必要な事項や施策の実施状

況を調査・審議する場に位置付けられているため、計画策定後も当会議において、各施策の進捗状

況を把握し、点検・評価を継続的に実施することにより、PDCA サイクルに基づく進行管理を行

っていきます。計画の推進＝実行段階においても、どうしたらもっと良くなるのか、次にどうした

らよいかとフィードフォワード※1 を繰り返していきます。 

 点検・評価等の結果は本市ホームページ等で公表します。なお、教育・保育事業及び地域子育て

支援事業の計画に定める量の見込みが、大きく変動する場合には計画を見直し、必要に応じて一部

改定を行うこととします。 

※1 フィードフォワード…問題が起こってから改善するのではなく、問題が起こらないように      

事前に最善の対策をとる考え方。  

【PDCA サイクル】 

 

 

計画策定 計画の推進 

点検・評価 事業の継続・拡充・

見直し 
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参考資料 

1 計画策定の経過 

期日 概要 

平成３０年６月 29 日 平成３０年度第１回富津市子ども・子育て会議 

平成３０年９月 18 日 平成３０年度第２回富津市子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について 

平成３０年１０月 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査 

・就学前児童、小学生の全保護者対象 

平成３１年３月１９日 平成３０年度第３回富津市子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果について 

・保育施設の利用定員の変更について 

・富津市 DV・虐待防止計画について 

令和元年 6 月２６日 令和元年度第１回富津市子ども・子育て会議 

・富津市子ども・子育て支援事業計画（第Ⅰ期）の平成３０年度実施報

告について 

・教育・保育及び地域子育て支援事業の課題について 

・教育・保育及び地域子育て支援事業の提供区域について 

・令和元年度の会議スケジュール（案）について 

令和元年８月８日 令和元年度第２回富津市子ども・子育て会議 

・富津市子ども・子育て支援事業計画（第Ⅰ期）に係る計画期間の評価に

ついて 

・第Ⅱ期計画の策定方針について 

・富津市子ども・子育て支援事業計画（第Ⅰ期）の改定について 

・教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の妥当性について 

・第Ⅱ期計画の確保方策について 
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期日 概要 

・第Ⅱ期計画の骨子（案）について 

令和元年１０月２９日 令和元年度第３回富津市子ども・子育て会議 

・第Ⅱ期計画素案について 

令和元年１１月２６日 令和元年度第４回富津市子ども・子育て会議 

・第Ⅱ期計画パブリックコメント案について 

令和●年●月●日～ 

●月●日 

パブリックコメント実施 

・第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

令和●年●月●日 令和元年度第５回富津市子ども・子育て会議 
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2 富津市子ども・子育て会議設置条例 

平成25 年９月25 日条例第14 号 

（設置） 

第１条  地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第138 条の４第３項の規定に基づき、富津市子

ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条  会議は、子ども・子育て支援法（平成24 年法律第65 号）第77 条第１項各号に掲げる

事務を処理するものとする。 

 

（組織） 

第３条  会議は、委員15 人以内をもって組織する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１)  子どもの保護者 

(２)  事業主を代表する者 

(３)  労働者を代表する者 

(４)  子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５)  子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

 

（任期） 

第４条  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条  会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２  会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条  会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条  会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 
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（委任） 

第８条  この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。 
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3 富津市子ども・子育て会議委員名簿 

 

 

 

 

 委員区分 職等 氏名 備考 

1 子どもの保護者 市民公募 三木 照恵  

2 子どもの保護者 
公立保育所保護者 

(峰上保育所) 
島野 敦子 

 

3 子どもの保護者 
私立保育園保護者 

(大貫保育園) 
渡邉 彩佳 

 

4 子どもの保護者 
私立幼稚園保護者 

(明澄幼稚園) 
石井 愛子 

 

5 子どもの保護者 富津市 PTA 連絡協議会副会長 高橋 直樹  

6 事業者代表 
イオンモール富津 

ゼネラルマネージャー 
岩濱 真也 

 

7 労働者代表 
連合千葉 

南総地域協議会 幹事 
宮原 俊一 

 

8 事業従事者 富津市立峰上保育所長 諏訪 智子  

9 事業従事者 大貫保育園長 榎本 信弘  

10 事業従事者 明澄幼稚園 主任 君塚 善恵  

11 事業従事者 
認定こども園 

みなと幼稚園 幼稚園教諭 
江澤 恵 

 

12 事業従事者 
学童保育クラブ 

あそび塾 役員 
オノミチ 三由紀 副会長 

13 学識経験者 
清和大学 

短期大学部 准教授 
畠山 智宏 

 

14 学識経験者 富津市議会推薦 平野 英男 会長 

15 学識経験者 富津市教育センター所長 河野 信成  
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